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ビッグデータの活用に関するアドホックグループの概要

設置目的

検討スケジュール

ビッグデータの活用に関するアドホックグループ（以下「ＡＧ」という。）は、情報通信審議会ＩＣＴ基本戦

略ボード（以下「ボード」という。）において、今後成長が期待されるＩＣＴサービス・システムとして検討さ

れている、ビッグデータ（ＩＣＴの進展により生成・収集・蓄積等が可能・容易になる多種多量のデータ）

の活用について、より専門的な観点から課題の抽出等を行い、ボードに報告することを目的とする。

主な検討事項

（１） ビッグデータの活用に関する現状・動向

①ビッグデータを取り巻くＩＣＴの進展状況

②ビッグデータの活用事例 など

（２） ビッグデータの活用に関する課題・将来像

①ビッグデータの活用にあたっての技術的・制度的課題

②ビッグデータの活用に関する将来像 など

● 本ＡＧは、平成２４年春頃を目途に取りまとめ、ボードに報告する。

検討体制等

● 本ＡＧでは、必要に応じ、有識者等からヒアリングを行う。

● 本ＡＧの庶務は、情報通信国際戦略局情報通信政策課及び総合通信基盤局データ通信課に

おいて行う。
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ビッグデータの活用に関するアドホックグループ 構成員

氏 名 現 職

岩浪 剛太 （株）インフォシティ代表取締役

宇佐見 正士 ＫＤＤＩ（株） 技術戦略部長

江村 克己 日本電気（株） 執行役員兼中央研究所長

岡村 久道 弁護士 国立情報学研究所客員教授

木俵 豊 独立行政法人情報通信研究機構 ユニバーサルコミュニケーション研究所長

久保田 啓一 日本放送協会 放送技術研究所長

佐藤 良明 日本電信電話（株） 研究企画部門Ｒ＆Ｄビジョン統括部長

鈴木 良介 （株）野村総合研究所 ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部主任コンサルタント

関口 和一 （株）日本経済新聞社 論説委員兼産業部編集委員

中川 八穂子 (株)日立製作所 中央研究所新世代コンピューティングＰＪシニアプロジェクトマネージャ

西野 大 （株）ブロードバンドタワー取締役執行役員CTO

野原 佐和子 （株）イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長

廣松 毅 情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科教授

三膳 孝通 （株）インターネットイニシアティブ 常務取締役技術戦略担当

森川 博之 東京大学 先端科学技術研究センター教授

横谷 哲也 三菱電機（株） 情報技術総合研究所通信システム技術部部長

（50音順）

主査
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これまでの検討スケジュール

■第１回：平成２４年２月７日（火）
☞ 今後の検討の進め方等
☞ 関係者からのプレゼンテーション

（本田技研工業(株)、富士通(株)、ＫＤＤＩ(株)）

■第２回：平成２４年２月２０日（月）
☞ 関係者からのプレゼンデーション

（東京海上日動火災保険(株)、(株)ウェザーニューズ、日本アイ・ビー・エム(株)）

■第３回：平成２４年３月８日（木）
☞ 関係者からのプレゼンテーション

（(株)プリファードインフラストラクチャー、日本電信電話(株)・(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ）
☞ ビッグデータ活用に当たっての課題等

（岡村構成員からのプレゼンテーション等）

■第４回：平成２４年３月２３日（金）
☞ 関係者からのプレゼンテーション

（(株)エヌ・ティ・ティ・データ）
☞ ビッグデータ活用に当たっての課題等

（鈴木構成員からのプレゼンテーション等）

■第５回：平成２４年４月１３日（金）
☞ 関係者からのプレゼンテーション

（インテル(株)）
☞ ビッグデータの活用の在り方
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7最近のＩＣＴトレンドにおけるビッグデータの位置づけ

● 国内外の主なシンクタンクによる調査において、いわゆる「ビッグデータ」については、2012年以降
のＩＣＴ（情報通信技術）分野における重要な潮流や戦略的な技術として位置づけられ、関係事業者等

において取組が活発化。

■ 2012年以降にIT部門及びユーザに影響を与える重要な展望「Gartner Predicts 2012」において、次のとおり発表

☞ 2012年に向けて企業が利用できる情報量が増えるものの（「ビッグデータ」）、これらを理解することが課題

☞ ＩＴ部門によるシステムの管理責任がクラウド等により外部にシフトし、データの一貫性と有効性の確保が困難

☞ 2012年の重要な展望11項目のうち1項目として、「2015年までを通じ、Fortune500企業の85%以上が、ビッグ・

データを競合優位性確保のために効果的に活用することに失敗」を位置づけ

■ 2012年の重要な戦略的技術（今後3年間でIＴやビジネスに革新を起こすもの、多大な投資の必要が生じるもの等

として企業に大きな影響を与える可能性を持つ技術）として、履歴データやリアルタイムデータの分析等へ進化する

「次世代アナリティクス」や、膨大な量のデータに関する「ビッグ・データ」を位置づけ

■ 2012年における国内ＩＴ市場でキーとなる技術や市場トレンド等「Japan IT Market 2012 Top 10 Predictions: 

社会基盤を変革する第３のITプラットフォームの台頭」において、主要10項目のうち１項目として、「2012年はビッグ

データ活用型アナリティクスビジネスのリーダーの座をかけた競争のスタートダッシュの年になる」を位置づけ

■ 今後５年のICT市場のトレンド「ＩＴナビゲーター 2012年版」において、ＩＣＴ分野における大きな潮流の１つとして、

「ビッグデータビジネス（昨今の革新的な情報・通信技術を活用して、きわめて大量のデータを高速で収集・解析するこ

とにより、社会・経済の問題解決を図ったり、業務の付加価値を一層高めるための事業）」を位置づけ
【出典：各社公表資料】



ビッグデータの活用への期待

● ビッグデータの活用により、将来的に講ずべき施策がわかり、事業を効率的に実施する
ことが可能になるため、事業者においては、例えば、次のような効用が得られることを期待。

製品開発

☞ どのような製品を開発することが消費者に対して訴求するのかが分かる。

販売促進

☞ 誰に、何を、いつ売れば良いのかが分かる。

保守・メンテナンス・サポート

☞ いつ、どのようなメンテナンスを行えばよいかが分かる。

コンプライアンス

☞ 不正の予兆や、特に注視するべき事象が何であるかが分る。

業務基盤・社会インフラの運用

☞ 全般的な性能向上・コスト削減が実現される。
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9ビッグデータの活用を取り巻くＩＣＴの進展状況

コンテンツ
アプリケーション

プラットフォーム

ネットワーク

デバイス

● コンテンツ・アプリケーション、プラットフォーム、ネットワーク及びデバイスの各レイヤーに
おけるＩＣＴの進展により、多種多量のデータの生成・収集・蓄積等が可能・容易化。

ソーシャルメディアの普及

Ａｎｄｏｒｏｉｄ ＯＳの普及

ワイヤレス通信の普及

各種センサーの普及

ＩＣＴ端末の多様化 ●世帯保有状況は、2010年末で、携帯電話等が９割、PC
が８割を超え、インターネット接続テレビが約３割、
スマートフォン及びタブレット型端末が約１割まで普及

●加速度センサの世界市場は、コストダウン等により、
2013年度に、出荷数量で10億7350万個まで拡大し、
市場規模で1675億円となる見込み

ブロードバンド化の進展 ●ブロードバンドの基盤整備率は、2011年度末現在、超
高速ブロードバンドで約93％に達し、加入契約数は約
3500万加入となっており、FTTHが過半数

●電力監視等の遠隔監視分野、電子マネー等の決済データ
通信分野等の国内のＭ２Ｍ市場（モバイル回線契約数）
は、2015年には、1600万件へ拡大する見込み

クラウドサービスの普及 ●我が国のクラウドネットワーク技術の利用は、2009年度
の14.8％から2010年度には22.5％に増加し、クラウド
サービスの市場規模は、2015年には約2.3兆円へ成長

●携帯電話端末用OSのみならず、カーナビやデジタルフォ
トフレーム等の各種機器のOSとして利用され、多種多様
なデータの収集等が可能

動画配信サービスの普及

【出典：総務省「平成23年情報通信⽩書」等各種公表資料】

●我が国における直近１年間のソーシャルメディア（mixi、
Twitter、Facebook）利用者数は約3200万人となり、
ソーシャルメディア消費が1兆5200億円と推計

●平成22年における我が国の動画配信サービスの利用率は
約40％が月に数回以上利用し、また、YouTubeは平成
23年2月現在で約2900万人が加入



10ビッグデータを構成する各種データ（例）

ソーシャルメディアデータ
☞ ソーシャルメディアにお

いて参加者が書き込むプロ
フィール、コメント等

ログデータ
☞ ウェブサーバ等において

自動的に生成等されるアク
セスログ、エラーログ等

マルチメディアデータ
☞ ウェブ上の配信サイト等

において提供等される音声、
動画等

ウェブサイトデータ
☞ ECサイトやブログ等にお

いて蓄積等される購入履歴、
ブログエントリー等

カスタマーデータ
☞ CRMシステムにおいて管

理等されるDM等販促デー
タ、会員カードデータ等

オペレーションデータ
☞ 販売管理等の業務システム

において生成等されるPOS
データ、取引明細データ等

オフィスデータ
☞ オフィスのPC等において

作成等されるオフィス文書、
Eメール等

ＩＣＴ（情報通信技術）の進展により生成
・収集・蓄積等が可能・容易になる多種
多量のデータ（ビッグデータ）を活用す
ることにより、異変の察知や近未来の
予測等を通じ、利用者個々のニーズに
即したサービスの提供、業務運営の効
率化や新産業の創出等が可能。

ビッグデータ
センサーデータ

☞ GPS、ICカードやRFID等
において検知等される位置、
乗車履歴、温度、加速度等



11ビッグデータの質的側面

● ビッグデータの特徴については、データの利用者やそれを支援する者それぞれにおける
観点から異なるが、主に、多種性、リアルタイム性、多量性等が共通した特徴。

データを利用する者の視点から捉えた特徴（例）

☞ 個別に、即時に、多面的な検討を踏まえた付加価値提供を行うという観点において、
事業に役立つ有用な知見として活用されるデータの特徴は、例えば、次の３つのとおり。

高解像
事象を構成する個々の要素
に分解し、把握・対応すること
を可能とするデータ

高頻度
リアルタイムデータ等、取得
・生成頻度の時間的な解像度
が高いデータ

多様性
各種センサからのデータ等、
非構造なものも含む多種多様
なデータ

データの利用を支援する者の視点から捉えた特徴（例）

☞ 以上により、結果として、ビッグ（大きな）ボリューム（量）のデータが必要。

☞ 以上のようなデータの利用者を支援するサービスの提供を行うという観点において、
同サービスが対応可能なデータの特徴は、例えば、以上の多量性も含み、次のとおり。

多源性
複数のデータソースにも
対応可能

高速度
ストリーミング処理が低い
レイテンシーで対応可能

多種別
構造化データに加え、非構造
化データも対応可能

［参考］ 鈴木構成員説明資料（第４回）

［参考］ 日本アイ・ビー・エム説明資料（第２回）
エヌ・ティ・ティ･データ説明資料（第４回）
インテル説明資料（第５回）



12ビッグデータの量的側面

【出典：IDC「2011 Digital Universe Study: Extracting Value from Chaos」（平成23年６⽉)】

● ビッグデータの活用により、例えば、米国ヘルスケアで年間３千億ドル、ＥＵ公共セクター
で年間2.5千億ユーロ、位置情報データの活用により年間６千億ドルの消費者価値創出等
が期待。

● 国際的なデジタルデータの量は、2011年の約２ゼタバイト（２兆ギガバイト = ２千エクサ
バイト）から約４倍増加し、2016年には約８ゼタバイトへ拡大する見込み。

１０年間のデジタルデータの成長

（Exabytes）

いわゆる「ビッグデータ」の定量的価値（例）

【出典：McKinsey Global Institute「Big data: The next frontier for innovation, 
competition, and productivity」（平成23年５⽉)】

50億台の携帯電話が使用（2010年）

300億のコンテンツが毎月Facebook上で共有

IT費用の5％増加で、年間40％増のデータ創出

米国のヘルスケアでは年間3000億ドルの価値
創出が期待（スペインの年間ヘルスケアコストの2倍）

EUの公共セクターでは年間2500億ユーロの価
値創出が期待（ギリシアのGDPを超える）

個人の位置情報データを活用することで年間
6000億ドルの消費者価値創出が期待

小売の営業利益に60％改善の見込み



13ビッグデータの活用に関する主な技術①

ＤＷＨ(Data Ware House)

▶ 定型データ・非定型データを問わず、大量データの
蓄積を目的とするデータベースの総称

▶ これらの大量データを高速に処理する方法により、
①従来のRDBMSとは異なる設計技術によるNoSQL
データベースと、

②標準的なRDBMSとハードウェアレベルでの高速化
技術を組み合わせたDWHアプライアンス

の２つに大別

ＮｏＳＱＬ/Not only SQL

▶ 表形式によるリレーショナルデータベース管理シス
テム（RDBMS）とは異なる設計によって実装された
データベースシステム

▶ RDBMSが定型データの処理を必要とする業務シス
テムでの利用に適しているのに対し、NoSQLはセン
サーやソーシャルメディア等の非定型データを含む多
様なデータを大量にデータベース化するために利用

Ｈａｄｏｏｐ

▶ 米国NPOのApacheソフトウェア財団のプロジェクト
で開発が進められている、大規模データの効率的な
分散処理等のためのオープンソースソフトウェアフ
レームワーク

▶ 複数のサーバを通じた並列処理により、柔軟かつ
継続的な大規模データの高速処理が可能

クラウドサービス

▶ 利用者が必要なコンピュータ資源を「必要な時に、
必要な量だけ」利用でき、拡張性、可用性、俊敏性や
経済性等の特徴を有するサービス

▶ クラウドサービスの利用により、多種多量のデータ
の蓄積や計算処理のために必要となる多数のマシン
について、自前で用意する必要がなく、低コストで同
様の環境の構築が可能

▶ また、例えば、「Hadoop」稼働環境を提供するサー
ビスを利用すれば、マシンの調達に加え、ソフトウェ
アのインストール等の設定作業の省略も可能

【出典：各種公表資料】



14ビッグデータの活用に関する主な技術②

秘密計算

▶ 入力データや演算ロジックを暗号化したままで任意
の計算を可能にする技術

▶ 複数のコンピュータにデータの断片を送り、断片の
部分計算を繰り返し行うことで、データを秘匿したまま
統計などの各種計算を行うことが可能

▶ PPDMでの利用の他に、民間企業、公共機関、教育
現場などにおけるプログラムの不正解析防止、知的
財産の侵害防止、情報漏えい防止などの多様な分野
への応用が期待

ＰＰＤＭ（Privacy Preserving Data Mining）

▶ プライバシーを保護した上で、大規模なデータから
特徴や規則性等を抽出する技術

▶ 匿名化や秘密計算等により、個々のデータを暗号
化したままデータマイニングを実施することで、個人
情報の流出等のリスクを回避した上で、データの解
析等が可能

▶ 例えば、どのデータについても同じものがｋ件以上
存在するようにデータの粒度や曖昧さを制御するｋ－
匿名化技術等が研究

ＭＤＭ（Master Data Management)

▶ 業務を遂行する際の基本情報である顧客情報等の
マスターデータを管理するためのシステム

▶ 多種多様な情報システムに重複・散在し、かつ、多
量に生成等されるマスターデータについて、常時の
最新状態への更新やシステム全体の整合性の確保
等が可能

ＣＥＰ(Complex Event Processing)

▶ データをディスクに格納せずに、書込速度がディス
クに比べて高速なメモリ上で逐次的に処理すること
により、必要な情報をリアルタイムに抽出する技術

▶ 予め利用者が定義するリアルタイム処理の内容に
は、単一のデータ属性の閾値による判別に加え、複
数の属性を組み合わせた処理の設定も可能

▶ ディスクにデータを蓄積して分析する手法と比べ、
短時間で処理が可能であるため、クレジットカードの
不正利用や防犯カメラ映像の異常検知等、短期間で
の対応が必要となる場合に利用

【出典：各種公表資料】



15ビッグデータの活用に関する法的フレームワークについての検討

②クラウドに蓄積
③ビッグデータの
データベース化

と解析

各種端末機器
（M2C, M2M）

④
サ
ー
ビ
ス
提
供

①
デ
ー
タ
取
得

解析へ

解析結果のフィー
ドバック

第三者

⑤
解
析
結
果
の
提
供

Internet

⑥利用

【想定モデル】

【出典：岡村構成員説明資料（第３回）】



16ビッグデータの活用に関する主要な法的フレームワーク

取り扱いに際して遵守すべき主要な法令（対ユーザ）
ユーザに対する関係で遵守すべき法令は、主として次の２グループ。
①個人情報保護法制、プライバシー権、通信の秘密、営業秘密。
②取得すべき個々のデータに関する著作権法上の権利。

M2Mの場合には、両グループともに原則として関係せず。

ビッグデータの法的保護（対第三者）
成果物が第三者によって流用された場合に、事業者は保護を受けられるか。

成果物は、ビッグデータをデータベース化したもの（中間成果物？）と、その解析結果
（最終成果物？）とに分けて検討する必要。

前者については、創作性があれば、著作権法上のデータベース著作物として保護され
る場合あり。これに対し、創作性のないデータベース（ファクトデータベース）は、日本で
は同法による保護範囲外。

ビッグデータ解析結果の提供と法的責任（対提供先）
ベンダが他の者に提供した分析情報の内容が不正確だった場合の責任。
通常は責任減免条項によって対応。しかし、当該条項が有効となるとは限らない。

【出典：岡村構成員説明資料（第３回）】



17ビッグデータの活用に関する人材

新たに蓄積されたデータ量
（地域別）

深い分析の訓練を受けた新たな大学卒業生数
（地域別）

【出典：McKinsey Global Institute「Big data: The next frontier for 
innovation, competition, and productivity」（平成23年５⽉)】

● 統計学や機械学習に関する高等訓練の経験を有し、データ分析を行うという深い分析
に係る才能を有する大学卒業生数（2008年）について、国際的には、米国の2万4,730人、
中国の1万7,410人、インドの1万3,270人に比べて、日本は3,400人。



18ビッグデータの活用（イメージ）

データを把握する・
収集する

データを蓄積する処理
可能な状態にする

データを処理・分析する

各種センサ技術の成熟

ミドルウェアとして通
信の活用およびクラ
ウドとの連携を促す
Android

情報発信や閲覧・購
買・コミュニケーション
動態把握。（公開API
からのデータ収集）

移動体通信
モジュールの
活用

CEP （複合イベント処理）、ストリーム・コンピューティング

▼ためずに、処理する（リアルタイム処理）

▼大量に蓄積する
▼大量のデータを処理する

NoSQL / 

Scipy NumPy…

クラウドコンピューティングサービス環境 （IaaSほか）

▼大量処理の基盤

PPDM プライバシ保護データマイ
ニング（匿名化、秘密計算、再構
築計算）SDC 統計的開示抑制

▼秘匿と活用の両立

DWH
データウェアハウス

▼データを分析可能に

MDM
マスターデータ管理

可
視
化
技
術

トレーニングを重ねた
優れたアルゴリズム

人手による入力データや
クリックストリーム

二次利用可能な
統計データ等

業務付随データ
（事業者保有データ）

遠隔監視

需要管理

運行管理

決済管理

情報生成

活用

・・・・・

【出典：鈴⽊構成員説明資料（第４回）等】
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● 国内におけるビッグデータの活用に関する取組事例、課題や今後の方向性等について、自動車メー

カー、損害保険会社、気象情報サービス事業者、電気通信事業者及びＩＣＴサービス事業者等の関係事

業者１０グループ（１１者）よりヒアリングを実施。 【☞ヒアリングの概要については、別添参照】

国内における取組事例に関するヒアリング

自動車の走行デー
タの道路行政や災
害対応への活用等
について

トラフィック情報を
基にした通信品質
改善や海外におけ
る災害対応への活
用等について

携帯電話のＧＰＳ
データの保険サー
ビスへの活用等に
ついて

気象観測データや
会員からのコメント
データの天気予報
や災害対応への活
用等について

農地内センサーか
らの温度データ等
の栽培管理や、健
康関連データの予
防医療への活用等
について

センサー等からの
大量なデータの公
共インフラ管理や
環境監視への活用
等について

秘密計算による臨
床研究データや、
携帯電話ネットワー
クの運用データ等
のまちづくり等へ
の活用等について

リアルタイム性、大
規模化及び深い分
析に対応した処理
基盤等による活用
等について

Ｍ２Ｍシステムや、
橋梁の多数のセン
サによる歪等デー
タの異常検知等へ
の活用等について

ビッグデータの活
用に関する対応課
題、インフラ基盤の
在り方等について
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● これまでの国内における取組事例に関するヒアリング等を踏まえると、ビッグデータの活用については、

例えば、次の課題があると考えられる。

☞ 企業等利用者におけるデータ活用の重要性の認識やＩＤによる紐付け等のデータ整備・管理の在り方。

データの生成・収集・蓄積における課題（例）

☞ 同種のデータが生成されるセンサー等の管理者が様々である場合におけるデータ収集の在り方。

☞ センサー等で生成されるデータをリアルタイムに収集・処理するための帯域や遅延時間等のネットワークや処理シ
ステム等の基盤の在り方。

☞ 複数主体からの多種多量のデータをクラウド等により取扱う場合における適切なデータ管理の在り方。

☞ 正確に特定された時間に関するデータの活用が必要とされる場合における利用者による確認の必要性等のネット
ワーク輻輳への対応の在り方。

☞ データの収集におけるＧＰＳの普及やデータ入力に関するユーザインタフェース等の利用者からのデータ収集の
在り方。

☞ 例えば、スマートフォンにおけるユーザーからのパーミッションの取得時の説明等、通信の秘密や個人情報保護法
上の「個人情報」に該当する場合における事前の利用目的の特定（同法第１５条）、本人に対する利用目的の明
示（同法第１８条）や不正な手段による取得の禁止（同法第１７条）への対応の在り方。

☞ 個人に関する情報を利用するサービスの提供における契約約款による同意の取得や重要事項の説明等の在り方。

☞ 多種多様なセンサー等からのデータ収集等におけるセンサーの設計や統計的手法との連携等、フィジカルな領
域におけるＩＣＴ人材や統計等の専門家の活用の在り方。

ビッグデータの活用に関する課題①

☞ センサー等からのデータ収集におけるネットワーク化するモノの多さとの費用対効果や、センサーをばらまくことに
よる100メートル以下における無線の競合の回避の在り方。
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☞ 民間企業において収集等されたデータを平時から公開等により流通・連携する場合におけるデータ形式の標準
化やメタデータの定義化、先行者利益に配慮したビジネスモデルの在り方。

データの流通・連携における課題（例）

☞ 震災時等において、自動的に、様々な者からデータがアップされサーバ間で連携・加工されることにより、必要な
情報が関係者に送信される公共的なプラットフォームや体制等の在り方。

☞ 情報を的確に常時送る場合における放送メディア等の全国的なインフラ整備の在り方。

☞ 携帯電話ネットワークを活用したデータの送受信やサービス販売のプラットフォームとしての携帯電話の活用にお
けるスマートフォンへの対応の在り方。

☞ 各分野におけるルールや情報リテラシー等の相違等を踏まえた情報共有のための入力や表示等の在り方。

☞ 例えば、契約約款の変更について事前同意がある場合における当該約款の内容による利用目的の変更や統計
的利用のための完全匿名化等、個人情報保護法上の「個人情報」に該当する場合における第３者への提供時の
事前の同意取得（同法第２３条）への対応の在り方。

☞ 位置情報等の情報自体やそれに基づく一定の事実のみの提供等、情報の種類に応じたリスクとビジネスチャンス
を踏まえた、情報の複数事業者間における授受等の取扱いの在り方。

☞ 例えば、ツイッターの内容の第３者への表示等、第３者に提供すべきデータの解析結果にユーザから取得した著
作物が含まれている場合における表現上の本質的特徴が直接感得できないものに情報提供の内容を変更するこ
とや約款によりユーザから許諾を取得すること等の対応の在り方。

ビッグデータの活用に関する課題②

☞ 国民IDの将来的な民間利用等のIDによる個人に関する情報の紐付けの在り方。

☞ 指数関数的に増加するデータトラフィック等ビッグデータを支える基盤となるサーバ、ストレージ及びネットワーク等
について、ソフトウェアでフローをコントロールする技術やHadoop等の各種ストレージ技術等の活用や、電力等を
考慮したアーキテクチャ等の在り方。
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その他のデータの活用における課題（例）

☞ 誤った情報が利用者に送信される場合等における情報の受信端末等の更新や、契約における責任減免条項の
規定等、利用者における判断と提供側の責任等の責任分界の在り方。

☞ データ内容の暗号化とＩＤの取扱いや、k-匿名化に関する技術的な研究等の個人に関するデータに関する秘匿
化の在り方。

☞ データの正確性や観測器の精度等が制度上求められている気象データ等をインターネット上で公開等することに
より他分野や他目的で活用する場合におけるデータの正確性の確保等の在り方。

☞ 海外事例や海外企業による日本国内でのサービス提供状況を踏まえた、利用者との明示的な契約の締結や統
計的な匿名化処理等による、災害対応等の公共目的のための通信ログの利用の在り方。

☞ ＥＵからのデータ移転や国内における医療分野等における機微情報の取扱い等、個人に関する情報の取扱いの
在り方。

☞ 例えば、プライバシーポリシーの統合によるサービス提供や児童からの同意取得の場合や統計的利用のための完
全匿名化等、個人情報保護法上の「個人情報」に該当する場合における利用目的の範囲内での利用（同法第１６
条）への対応の在り方。

☞ 個人識別性がない情報が転々流通するうちに個人識別性を有する可能性やプライバシーを侵害する可能性が
あるライフログ活用サービス等の提供にあたっての透明性の確保や利用者関与の機会の提供等の配慮の在り方。

☞ 通信サービスの提供にあたっての位置登録情報等の運用データの非識別化処理等の技術やまちづくり等の公共
分野における活用の在り方。

ビッグデータの活用に関する課題③

☞ ＥＵのデータ保護指令の改正やアメリカにおけるDo Not Track等の全体的な国際動向を踏まえた対応の在り方。
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その他のデータの活用における課題（例）[続き]

☞ 収集等したデータの帰属先や、当該データに関する第３者によるフリーライドや流用への対応の在り方。

☞ 日本の大学に統計学部や学科が存在せず、工学部・経済学部・医学部等の各学部に統計関連のスタッフが在
籍し、横のつながりがない状況等における非構造化データ等の様々なデータの活用に関する数学的・統計学
的・法学的な知識やビジネス管理における知識等を有する人材等の確保・育成の在り方。

☞ 多大な投下資本が必要となる一方で、情報の選択又は体系的な構成による創作性を有しないために著作物とし
て保護されず、また、損害賠償請求の対象にはなるが、差止請求の対象にはならないファクトデータベースに関す
る欧米等の諸外国の状況も踏まえた保護の在り方。

☞ 営業秘密としての管理と、守秘義務契約による個別企業への提供や第３者への提供の関係等、著作物として保
護されないデータ解析結果に関する取扱いの在り方。

ビッグデータの活用に関する課題④

☞ ホストコンピュータにあげる前処理におけるメタデータ化に関するフォーマット変換等、今後のよりリアルタイムなデー
タ処理等における高度かつ新たな処理基盤と分析技術の在り方。

☞ リアルなサービスにおける各種ログの収集や、多様なデータを組み合わせて活用できる仕組みの在り方。

☞ 災害関連や人の流れ等の多様な情報について、個人情報保護やプライバシー、著作権に配慮しつつ、まずは情
報を使えるようにするための提供フォーマットやインターフェース等、政府や地方自治体が保有するデータの一元的
な公開の在り方。

☞ 公共データにおけるデータの所在の明確化やデータ取得時の形式等のプロトコルの在り方。

☞ Hadoop等のオープンソースソフトウェアに関する運用コミュニティが買収された場合やサポート主体の不在への対
応の在り方。

☞ 現在の利用目的毎かつ様々なデータ形式によるアプリケーションセントリックなデータの活用とは異なり、今後のＭ
２Ｍ等の様々なデータが活用される場合において個々のアプリケーションのベースとなるセキュリティやプライバシー
等の水平部分の標準化等の在り方
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その他のデータの活用における課題（例）[続き]

☞ 個人情報の活用におけるベネフィットと失われるものとのバランスの問題に関する実証の場等、国民の不安感の払
拭やコンセンサス等の醸成の在り方。

ビッグデータの活用に関する課題⑤

☞ 実社会において実際に収集したデータを用いた分析結果や実証事業をアクション等するためのオープンイノベー
ションに向けた場の在り方。

☞ 国内におけるスモールサクセス等の成功体験や海外事例の共有等、データ活用の重要性に関する意識向上の
在り方。

☞ 量や多様性の中から価値ある情報を見つけるための分析ツール、データ分析のための継続的なノウハウの蓄積、
そして、適切なデータの取得のための工夫を実施するためのビジネス等への総合的な理解と深い分析技術による
仮説構築・検証・データ取得方法等に関するＰＤＣＡサイクルの継続的な検証の在り方。

☞ 例えば、社会インフラや医療分野等、新産業の創出やビジネス領域の拡大をもたらす分野への投資を促進するこ
とによるマーケットセグメントを跨がるデータの融合を促すための仕組みの在り方。

☞ スマートフォンの普及やテロ対策としてのソーシャルモニタリング等により増加するウェブにおける多言語化への統
計的自然言語処理等による多言語解析の在り方。

☞ データの誤用・不適切利用におけるアルゴリズムの賢さ・間違いの取扱いの在り方。

☞ 行政機関において民間から購入する等活用し得るデータの在り方。

☞ 自社内で膨大にたまっているデータを新規事業に役立てることができる確率を高めるための他業種等との連携の
在り方。

☞ 海外プロジェクトにおける技術実証の進展も踏まえた、国内における技術の実装のためのソーシャルな利益をもた
らすビッグデータの活用に関する社会実験等の在り方。

☞ フィジカルとの融合等、GoogleやFacebook等が現在主に取り組んでいない分野への取組の在り方。



25ビッグデータの活用に向けた今後の方向性

● 今後、ビッグデータの活用については、系横断的なデータの活用への進化、活用のよりリアルタイム

化への進展に伴い、社会的課題の解決や経済規模の拡大※に貢献していくと考えられる。

系横断的なデータの活用への進化

活
用
の
よ
り
リ
ア
ル
タ
イ
ム
化
の
進
展

※具体的規模については、
今後、検討予定。

● 関係事業者からのヒアリング等による国内外の取組事例について、①データ分析結果のフィード
バックまでの期間 （ストック型/フロー型） 、②データ分析結果のフィードバック対象（系全体/個別）で、
便宜的に整理すると次のとおり。 【☞ヒアリング以外の取組事例については、別添参照】

（注）「フロー型」における「リアルタイム」の範囲については、業種・業態、データの活用目的により異なるものであるため、実際は、
「フロー型」と「ストック型」の２つに明確に分類されるわけではない。



26ビッグデータの活用における基本的な考え方

【ビッグデータの活用に関する現状と今後の方向性】

【ビッグデータの活用を推進することの必要性】

【ビッグデータの活用におけるＩＣＴ政策の役割】

● なお、以上にあたっては、昨今の個人に関するデータの取扱いを巡る問題等、実社会への適用や技

術開発の進展状況等に関する国際的な動向も見極めつつ、制度的・技術的課題の解決等に取り組む

ことが必要。

● 今後は、それらのデータや技術も活用しつつ、センサネットワーク等から生成・収集等される多種多

様なデータを実社会分野において系横断的かつリアルタイムに活用することが進展する見込み。

● 日本の更なる成長を実現するためには、ビッグデータを戦略的な資源と位置づけ、国としても実社会

分野におけるビッグデータの活用を積極的に推進することが重要。

● ビッグデータの活用については、現在、検索、ＥＣ、ソーシャルメディア等のウェブサービス分野におい

て多量に生成・収集等されるデータを各種サービスの提供のために活用することを中心に進展。

● 他方で、競争の激化等が進展する国際経済・社会において、人口減少等により今後国を支える人的

資源が縮小し、また、東日本大震災を契機として情報が命を守るライフラインであることが再認識され

ている状況。

● その上で、ＩＣＴ政策としては、国、地方自治体、公共・民間事業者等のそれぞれにおいて生成・収集

等される多種多量のデータについて、社会全体で共有可能な知識や情報の創発が促進されるよう生

成・収集・蓄積・公開・流通・連携等させることを通じ、社会的課題の解決や経済活性化の実現に貢献

すべき。
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● ビッグデータの活用における基本的な考え方を踏まえると、ＩＣＴ政策としては、例えば、次のような７つ

の課題の解決に向けて取り組むことが必要。また、それら以外の課題については、引き続き民間分野に

おける取組を注視することが必要。

❶ 多様な分野において閉じた形で保有されているデータについて、オープンガバメントの推進等、官民に

おけるオープンデータ化・横断的活用のための環境整備の在り方

❼ 国際的な取組事例等の共有等を図るための外国政府等との意見交換の在り方や、ビッグデータの活用に

よる経済価値の見える化等のための計測手法の在り方

❺ 正確性の確保等のために多様な用途への転用が制限されているデータや既存制度の保護対象とならない

ため整備が進まないデータ等について、その活用を阻む規制･制度の在り方

❹ 通信サービスの提供等のために電気通信事業者において保有されている運用データ等について、個人に

関する情報に配慮した、街づくりや防災等への活用の在り方

❷ リアルタイムで活用するビッグデータについて、センサ等から生成されるデータを安心・安全に収集・

解析・流通等するための基盤技術の研究開発・標準化の在り方

❻ 様々な業種の民間事業者、研究機関、学識経験者、行政機関等から広く構成される、取組事例等の共有

を通じた意識の醸成等、国内の普及･展開を図るための推進体制の在り方

❸ 技術やビジネス等の様々な分野における知識や能力等を備えたビッグデータの活用に関する人材につい
て、産学官のプロジェクトを通じた育成等による確保の在り方

● 今後、本ＡＧにおいて、次の７つの課題の解決に向けた具体的な方策について、取りまとめ予定。


